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誓約書 

 

南城市長 殿 

 

                      

                       氏 名             印 

 

 

 私は、車両公売の入札参加にあたり、南城市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員又

は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないことを誓約します。 

 

 

（参考） 

南城市暴力団排除条例 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

  (１) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律  

第 77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

  (２) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 二 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に

又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

 （中略） 

  六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

 


